
2令和 4年（2022年）11月 1 日
江東区ホームページ　https://www.city.koto.lg.jp
　　　　　　　　　　https://www.city.koto.lg.jp/m（携帯）

こうとう区報でご案内しているイベント等は、新型コロナウイルス感染症の影響により中止または変更される場合があります。イベント等へ参加される際は、感
染防止対策にご協力ください。また、体調の優れない方は参加をお控えください。詳細はホームページをご確認いただくか主催者へ直接お問い合わせください。
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表1
江東区こどもの虐待ホットライン

（南砂子ども家庭支援センター）
（月～土曜9：00～18：00）

☎3646-5481
（サブロウシロウ　
ゴヨウハイチバン）

こども家庭支援課養育支援係
（区役所3階15番）
（月～金曜8：30～17：00）

☎3647-4408

児童相談所全国共通ダイヤル
（24時間対応）

☎189
（イチハヤク）

表2

子ども家庭支援センター
相談専用電話

（月～土曜9：00～18：00）
※有明・住吉は日曜も実施

南砂（南砂3-14-1-101） ☎5617-7772
東陽（東陽3-1-2） ☎5665-4017
深川北（高橋14-6） ☎5600-8708
大島（大島4-1-37） ☎5836-1625
豊洲（豊洲5-5-1-201） ☎3536-7682
有明（有明2-1-8-101） ☎5962-4118
亀戸（亀戸6-31-26） ☎3683-1103
住吉（住吉1-9-8） ☎5600-3882

保健相談所
（月～金曜9：00～17：00）

城東（大島3-1-3） ☎3637-6521
深川（白河3-4-3-301） ☎3641-1181
深川南部（枝川1-8-15-102） ☎5632-2291
城東南部（南砂4-3-10） ☎5606-5001

※ 配偶者やその他の親族などからの暴力を理由に避難している方については、
独立した世帯とみなします。詳細は区ホームページをご覧ください。

　電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい
低所得世帯（住民税非課税世帯等）に対して緊急支援給付金事業を実施します。

①住民税非課税世帯
☞給付対象

基準日（令和4年9／30）において世帯全員の令和4年度分の住民税均
等割が非課税である世帯（住民税が課税されている者の扶養親族
等のみからなる世帯を除く）。

☞申請方法
○令和4年1/2以降の転入者がいない世帯
　 区から対象世帯の世帯主に対して、11／2（水）以降に申請書等を

発送します。要件を確認のうえ、郵送で提出してください。
○令和4年1/2以降の転入者がいる世帯
　 区から対象となり得る世帯の世帯主に対して、11／8（火）以降に

申請書等を発送します。給付対象ではない世帯にも届きますの
で、給付対象となる場合のみ、郵送で提出してください。 
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②家計急変世帯
☞給付対象

①の給付金の対象外であるが、予期せず家計が急変し、①の世帯
と同様の事情にあると認められる世帯。詳細は区ホームページを
ご覧ください。

☞申請方法
区ホームページから申請書類を入手し、その他必要書類とともに、
〒135-8383区役所生活支援臨時特別給付金担当へ郵送※区ホーム
ページからの申請書類の入手が困難な方は、江東区価格高騰緊急
支援給付金コールセンターへご連絡ください。

☞申請受付開始日
11／2（水）

☞申請期限
令和5年1/31（火）必着

☞給付額
1世帯につき5万円

（①と②の重複はできません）

☞受給権者
給付対象世帯の世帯主の方

☞支給方法
原則として申請者（世帯主）の本人名義の銀行口
座へ振込を行います。申請から振込までは1か
月程度かかります。

☞お問い合わせ
江東区価格高騰緊急支援給付金コールセンター
☎0120-400-185
受付時間　8：30～18：00
※ 土・日曜、祝日、12／29（木）～令和5年1／3（火）

を除く
※11月のみ土・日曜、祝日も開設
内閣府のコールセンター
☎0120-526-145
受付時間　9：00～20：00
※ 土・日曜、祝日、12／29（木）～令和5年1／3（火）

を除く

申請書の提出はお早めに
令和5年1／31（火）までに申請書が提出されない
場合は、給付金を受け取ることができなくなり
ます。お早めに提出してください。

給付金の支給等を装った詐欺に注意
ご自宅に区から問い合わせをすることがありま
すが、ATM（現金自動預払機）の操作や手数料
などの振り込みをお願いすることは絶対にあり
ません。給付金の支給等を装った「振り込め詐
欺等」にご注意ください。

◀ 詳細はこちら 
（区ホームページ）

見本


